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○
農
林
水
産
省
令
第

号

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
木
材
統
計
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

金
子

原
二
郎

木
材
統
計
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

木
材
統
計
調
査
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
工
場
一
覧
表
の
作
成
）

（
工
場
一
覧
表
の
作
成
）

第
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
基
礎
調
査
の
実
施
に
先
立
っ
て
、
工
場
一
覧

第
八
条

地
方
農
政
局
長
（
北
海
道
に
あ
っ
て
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
、

表
を
作
成
す
る
。

沖
縄
県
に
あ
っ
て
は
沖
縄
総
合
事
務
局
長
。
第
十
一
条
第
二
項
を
除
き
、

以
下
同
じ
。
）
は
、
基
礎
調
査
の
実
施
に
先
立
っ
て
、
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
工
場
一
覧
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
に
掲
げ
る
工
場
一
覧
表
の
作
成
に
係
る
事
務
を

（
新
設
）

民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
行
う
。

３

工
場
一
覧
表
の
作
成
に
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
。

（
新
設
）

（
調
査
方
法
）

（
調
査
方
法
）

第
九
条

基
礎
調
査
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
抽
出
し
た
製
材
工
場
等

第
九
条

基
礎
調
査
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
抽
出
し
た
製
材
工
場
等

の
代
表
者
に
調
査
票
を
配
布
し
て
行
う
自
計
報
告
調
査
の
方
法
又
は
当

の
代
表
者
に
調
査
票
を
配
布
し
て
行
う
自
計
報
告
調
査
の
方
法
又
は
第

該
代
表
者
に
対
す
る
面
接
調
査
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。

十
一
条
第
一
項
の
統
計
調
査
員
に
よ
る
当
該
代
表
者
に
対
す
る
面
接
調

査
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。

２

月
別
調
査
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
抽
出
し
た
製
材
工
場
等
の
代
表
者

２

月
別
調
査
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
抽
出
し
た
製
材
工
場
等
の
代
表
者

に
調
査
票
を
配
布
し
て
行
う
自
計
報
告
調
査
の
方
法
又
は
当
該
代
表
者
に
対

に
調
査
票
を
配
布
し
て
行
う
自
計
報
告
調
査
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。

す
る
面
接
調
査
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
二
項
に
掲
げ
る
調
査
に
係
る
事
務
を
民
間
事
業
者

（
新
設
）

に
委
託
し
て
行
う
。

（
報
告
の
義
務
）

（
報
告
の
義
務
）

第
十
条

製
材
工
場
等
の
代
表
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
票
の

第
十
条

製
材
工
場
等
の
代
表
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
票
の

配
布
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
調
査
票
に
記
入
の
上
、
同
条
第
三
項

配
布
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
調
査
票
に
記
入
の
上
、
地
方
農
政
局

の
規
定
に
よ
り
調
査
に
係
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
民
間
事
業
者
（
以
下
「

長
に
そ
の
定
め
る
期
日
ま
で
に
送
付
を
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
面
接
に
よ
り

民
間
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
そ
の
定
め
る
期
日
ま
で
に
送
付
を
、
同
条
第

質
問
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
第
十
一
条
第
一
項
の
統
計
調
査
員
に
口
頭
で

一
項
の
規
定
に
よ
り
面
接
に
よ
り
質
問
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
民
間
事
業

の
回
答
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
に
口
頭
で
の
回
答
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

製
材
工
場
等
の
代
表
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
票
の
配
布

２

製
材
工
場
等
の
代
表
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
票
の
配
布

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
調
査
票
に
記
入
し
、
民
間
事
業
者
に
そ
の
定
め
る

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
調
査
票
に
記
入
し
、
地
方
農
政
局
長
に
そ
の
定
め

期
日
ま
で
に
送
付
を
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
面
接
に
よ
り
質
問
さ
れ

る
期
日
ま
で
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
場
合
に
あ
っ
て
は
民
間
事
業
者
に
口
頭
で
の
回
答
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

製
材
工
場
等
の
代
表
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
若
し
く
は
回
答
又

３

製
材
工
場
等
の
代
表
者
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
若
し
く
は
回
答
又

は
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
民
間
事
業

は
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
地
方
農
政

者
が
指
定
す
る
当
該
製
材
工
場
等
の
役
職
員
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
付

局
（
北
海
道
に
あ
っ
て
は
北
海
道
農
政
事
務
所
、
沖
縄
県
に
あ
っ
て
は
沖
縄

若
し
く
は
回
答
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

総
合
事
務
局
）
の
職
員
が
指
定
す
る
当
該
製
材
工
場
等
の
役
職
員
が
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
送
付
若
し
く
は
回
答
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
送
付
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
送
付
）

第
十
条
の
二

（
略
）

第
十
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
送
付
は
、
同
項
の
農
林
水
産
省
の
使
用

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
送
付
は
、
同
項
の
農
林
水
産
省
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
民

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
地

間
事
業
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

方
農
政
局
長
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
削
る
）

（
統
計
調
査
員
）

第
十
一
条

調
査
の
事
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
統
計
調
査
員
（
以
下
「
統
計
調
査
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

統
計
調
査
員
は
、
地
方
農
政
局
長
（
北
海
道
に
あ
っ
て
は
北
海
道
農
政

事
務
所
長
、
沖
縄
県
に
あ
っ
て
は
沖
縄
総
合
事
務
局
総
務
部
長
）
が
任
命

し
、
地
方
農
政
局
長
（
北
海
道
に
あ
っ
て
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
、
沖

縄
県
に
あ
っ
て
は
沖
縄
総
合
事
務
局
の
農
林
水
産
セ
ン
タ
ー
の
長
）
の
指

揮
監
督
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
等
）

（
立
入
検
査
等
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）
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（
報
告
）

（
報
告
）

第
十
二
条

民
間
事
業
者
は
、
基
礎
調
査
の
う
ち
素
材
、
製
材
品
、
木
材
チ

第
十
三
条

地
方
農
政
局
長
は
、
基
礎
調
査
の
う
ち
素
材
、
製
材
品
、
木
材

ッ
プ
及
び
合
板
に
あ
っ
て
は
自
ら
が
作
成
し
、
又
は
第
十
条
第
一
項
の
規

チ
ッ
プ
及
び
合
板
に
あ
っ
て
は
統
計
調
査
員
が
作
成
し
、
又
は
第
十
条
第

定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
調
査
票
（
以
下
「
基
礎
調
査
票
」
と
い
う
。
）
に

一
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
調
査
票
（
以
下
「
基
礎
調
査
票
」
と
い

基
づ
き
都
道
府
県
別
の
集
計
を
、
月
別
調
査
に
あ
っ
て
は
第
十
条
第
二
項

う
。
）
に
基
づ
き
都
道
府
県
別
の
集
計
を
、
月
別
調
査
に
あ
っ
て
は
第
十

の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
調
査
票
（
以
下
「
月
別
調
査
票
」
と
い
う
。

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
調
査
票
（
以
下
「
月
別
調
査
票
」

）
に
基
づ
き
都
道
府
県
別
の
集
計
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
集
計
結

と
い
う
。
）
に
基
づ
き
都
道
府
県
別
の
集
計
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

果
並
び
に
基
礎
調
査
票
及
び
月
別
調
査
票
の
内
容
を
収
録
し
た
電
磁
的
記

の
集
計
結
果
並
び
に
基
礎
調
査
票
及
び
月
別
調
査
票
の
内
容
を
収
録
し
た

録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す

電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成

計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

し
、
集
計
結
果
を
農
林
水
産
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
を
作
成
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
集
計
結
果
を
農
林
水
産

大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

民
間
事
業
者
は
、
基
礎
調
査
の
う
ち
単
板
積
層
材
、
集
成
材
及
び
直
交

２

地
方
農
政
局
長
は
、
基
礎
調
査
の
う
ち
単
板
積
層
材
、
集
成
材
及
び
直

集
成
板
に
係
る
基
礎
調
査
票
の
内
容
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
作
成
し

交
集
成
板
に
係
る
基
礎
調
査
票
の
内
容
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
作
成

、
農
林
水
産
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
農
林
水
産
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
結
果
表
の
作
成
）

（
結
果
表
の
作
成
）

第
十
三
条

民
間
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
集
計
を
行
っ
た
基

第
十
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ

礎
調
査
及
び
月
別
調
査
に
係
る
都
道
府
県
別
の
集
計
結
果
に
基
づ
い
て
全
国

た
集
計
結
果
を
審
査
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
全
国
結
果
表
を
作
成
す

結
果
表
を
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
に
送
付
す
る
。

る
。

２

民
間
事
業
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
電
磁
的
記
録
に

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
電
磁

収
録
さ
れ
た
基
礎
調
査
票
の
内
容
に
基
づ
い
て
全
国
結
果
表
を
作
成
し
、
農

的
記
録
に
収
録
さ
れ
た
基
礎
調
査
票
の
内
容
に
基
づ
き
、
全
国
結
果
表

林
水
産
大
臣
に
送
付
す
る
。

を
作
成
す
る
。

（
結
果
の
公
表
）

（
結
果
の
公
表
）

第
十
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
送

第
十
五
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
の
全
国
結
果
表
の
概
要
を
、
基
礎
調
査
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付
さ
れ
た
全
国
結
果
表
の
概
要
を
、
基
礎
調
査
に
あ
っ
て
は
調
査
期
日
の
属

に
あ
っ
て
は
調
査
期
日
の
属
す
る
年
（
以
下
「
調
査
年
」
と
い
う
。
）
の
翌

す
る
年
（
以
下
「
調
査
年
」
と
い
う
。
）
の
翌
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
月
別

年
四
月
末
日
ま
で
に
、
月
別
調
査
に
あ
っ
て
は
調
査
期
日
後
一
月
以
内
に
公

調
査
に
あ
っ
て
は
調
査
期
日
後
一
月
以
内
に
公
表
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら

表
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
は
逐
次
公
表
す
る
。

の
詳
細
に
つ
い
て
は
逐
次
公
表
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
の
保
存
）

（
電
磁
的
記
録
の
保
存
）

第
十
五
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

第
十
六
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
送
付
さ
れ
た
全
国
結
果
表
の
内
容
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
永
久
に
保

り
作
成
し
た
全
国
結
果
表
の
内
容
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
永
久
に
保
存

存
す
る
。

す
る
。

（
削
る
）

２

地
方
農
政
局
長
は
、
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成

し
た
集
計
結
果
、
基
礎
調
査
票
及
び
月
別
調
査
票
の
内
容
を
収
録
し
た
電
磁

的
記
録
を
永
久
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
関
係
書
類
の
保
存
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
木
材
統
計
調
査
規
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
集
計

結
果
並
び
に
基
礎
調
査
票
及
び
月
別
調
査
票
の
内
容
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。


